
 小川  茂  

質問の件名及び質問の要旨（質問時間）  答弁を求める者  

１ 学校給食について        （４０分） 

学校給食は単なる食事ではありません。 

本市の学校給食センターは、施設・設備機器の老朽化や新衛生管

理基準への適合などの諸問題に対応するため、平成２５年９月か

ら、民間の資金、経営能力、技術能力を活用したＰＦＩ事業の方法

による民間委託として、施設の維持管理、運営業務が新施設で開始

されております。 

学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現

するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない

（学校給食法第 2条）とされております。 

 一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

 二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食

生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を

養うこと。 

 三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこ

と。 

 四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについ

ての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保

全に寄与する態度を養うこと。 

 五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられている

ことについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。 

 六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を

深めること。 

 七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

 児童生徒が学校給食を食べる時期は、身体的にも精神

的にも急速に成長する時期であり、バランスのとれた正

しい食生活をすることが日々の健康な生活の基礎となり

ます。  

 

 このような観点から以下の質問をいたします。 

 

 

教育委員会教育長 
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（１） 学校給食の教育的な位置づけについて 

 

（２） 食物アレルギー対応について 

 

（３） 残菜の処理方法について 

 

（４） 物資の選定について 

 

（５） 食材等の放射性物質の測定について 

 

（６） （６） 給食費の改定について 

 

（７） 維持管理業務及び運営業務のモニタリングについて 

 

（８） 学校給食の課題と今後の方向性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


